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土
地
、
家
屋
を
除
く
事
業
用
資
産

を
償
却
資
産
と
い
い
、
固
定
資
産
税

の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。
事
業
を

行
っ
て
い
る
人
は
、
自
己
利
用
で
も

貸
し
付
け
で
も
申
告
（
所
有
し
て
い

る
資
産
が
な
け
れ
ば
資
産
が
な
い
と

い
う
申
告
）
を
す
る
こ
と
が
法
律
で

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
期
限
ま
で
に

申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

前
年
度
ま
で
の
申
告
者
と
設
立
法

人
に
は
申
告
用
紙
を
郵
送
し
ま
し
た

が
、
届
か
な
く
て
も
該
当
者
は
申
告

が
必
要
で
す
。
来
庁
す
る
か
電
話
で

申
告
用
紙
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
が
な
い
と
、
後
日
調
査
に
伺
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
申
告
に
よ
っ
て

課
税
標
準
額
を
計
算
し
、
合
計
額
が

百
五
十
万
円
以
上
の
場
合
に
は
、
固

定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

対
象
＝
個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
事
業

を
行
っ
て
い
る
人
　
申
告
が
必
要
な

償
却
資
産
＝
�
構
築
物
…
門
塀
、
舗

装
路
面
、
庭
園
の
外
灯
な
ど
、
建
物

付
属
設
備
の
う
ち
発
電
・
変
電
設
備

な
ど
、
そ
の
他
建
物
の
改
良
費
�
機

械
・
装
置
…
モ
ー
タ
ー
、
旋
盤
、
プ

レ
ス
な
ど
の
製
造
加
工
用
機
械
、
土

木
建
設
用
機
械
な
ど
�
船
舶
�
航
空

機
�
車
両
・
運
搬
具
…
大
型
特
殊
自

動
車
（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
ほ
か
）
な

ど
�
工
具
・
器
具
・
備
品
…
測
定
・

検
査
用
具
、
家
具
、
事
務
用
機
器
、

電
気
・
ガ
ス
機
器
、
看
板
、
医
療
器

具
、自
動
販
売
機
、娯
楽
機
器
、理
・

美
容
機
器
な
ど
　
提
出
期
限
＝
１
月

30
日
�

提
出
先
＝
市
役
所
資
産
税

課○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
�
８
９
０

―
６
２
１
６
へ
。

■
不
起
訴
処
分
の
不
満
は
検
察
審
査

会
に
相
談
を

交
通
事
故
、
詐
欺
な
ど
の
被
害
に

遭
い
、警
察
や
検
察
庁
に
訴
え
た
が
、

検
察
官
が
そ
の
事
件
を
裁
判
に
掛
け

て
く
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
満
の

あ
る
人
は
、
検
察
審
査
会
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
費
用
は
無
料
。
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
前
橋
検
察
審
査

会
事
務
局
�
２
３
１
―
４
２
７
５
へ
。

■
県
産
材
に
よ
る
家
造
り
の
バ
ス
見

学
会

日
時
＝
１
月
25
日
�
午
前
８
時
20
分
、

前
橋
合
同
庁
舎
（
下
細
井
町
）
集
合

対
象
＝
一
般
、
二
十
人
（
抽
選
）

内
容
＝
県
産
材
の
伐
採
現
場
・
製
材

工
場
・
建
築
住
宅
の
見
学
　
用
意
す

る
物
＝
昼
食
、
運
動
靴
な
ど
　
申
し

込
み
＝
１
月
９
日
�
ま
で
に
渋
川
行

政
事
務
所
�
０
２
７
９
―
２
２
―
２

７
６
３
へ

■
優
良
運
転
者
を
表
彰

対
象
＝
五
年
以
上
無
事
故
・
無
違
反

の
優
良
運
転
者
　
申
し
込
み
＝
１
月

30
日
�
ま
で
に
交
通
安
全
協
会
各
地

区
支
部
長
を
通
じ
て
前
橋
交
通
安
全

協
会
�
２
５
１
―
５
４
１
５
、
前
橋

東
交
通
安
全
協
会
�
２
４
３
―
３
２

３
１
へ

■
市
民
の
茶
席

12
月
25
日
�
＝
午
前
10
時
〜
午
後
３

時
、
中
央
公
民
館
。
当
番
は
前
橋
茶

道
会
の
石
沢
宗
静
さ
ん
（
�
２
５
１

―
０
０
６
９
）

■
市
民
献
血

１
月
８
日
�
＝
午
前
10
時
〜
午
後
５

時
30
分
、
前
橋
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
（
南

町
三
丁
目
）

■
お
も
ち
ゃ
の
病
院

日
時
＝
12
月
28
日
�
午
前
10
時
〜
正

午
　
会
場
＝
第
二
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
（
朝
日
町
三
丁
目
）

問
い

合
わ
せ
＝
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

�
２
３
２
―
３
８
４
８

電
話
案
内
＝
�
２
６
１
―
８
１
１
７

時
間
＝
午
前
９
時
〜
午
後
１
時

日
時
＝
１
月
13
日
・
27
日
�
、
午
前

９
時
〜
10
時
　
会
場
＝
群
馬
大
病
院

西
構
内
ア
ニ
マ
ル
プ
ー
ル
前
　
用
意

す
る
物
＝
印
鑑
、
手
数
料
（
生
後
六

十
日
以
上
…
一
匹
に
つ
き
千
円
、
同

未
満
…
三
百
円
）

問
い
合
わ
せ
＝

前
橋
保
健
福
祉
事
務
所
�
２
３
１
―

７
７
２
１

（

）
は
前
年
同
期

火
災
＝
六
件
（
一
〇
件
）
累
計
九
一

件
（
一
一
七
件
）

救
急
＝
七
五
九
件
（
八
四
一
件
）
累

計
九
一
八
七
件
（
八
五
〇
五
件
）

★
電
話
サ
ー
ビ
ス

火
災
情
報
＝
�
０
１
８
０
―
９
９
―

２
２
２
３

□
七
万
二
千
八
百
十
一
円
＝
山
王

町
一
丁
目
自
治
会
か
ら
。

□
五
万
円
＝
前
橋
あ
そ
か
会
後
援

会
か
ら
。

□
古
切
手
十
万
枚
、
ア
ル
ミ
缶
八

�
�
＝
前
橋
東
郵
便
局
か
ら
。

□
プ
ル
タ
ブ
三
十
�
�
＝
千
代
田

町
三
丁
目
・
蓮
池
光
洋
さ
ん
か
ら
。

□
プ
ル
タ
ブ
十
�
�
＝
下
細
井
町

県
営
住
宅
住
民
か
ら
。

□
プ
ル
タ
ブ
四
・
五
�
�
＝
ド
コ

モ
サ
ー
ビ
ス
群
馬
セ
ン
タ
ー
か
ら
。

□
手
編
み
タ
ワ
シ
八
十
個
＝
二
之

宮
町
・
福
田
う
め
さ
ん
か
ら
。

○
…
以
上
の
七
件
は
社
会
福
祉
の

た
め
に
。

□
一
万
二
千
八
百
九
十
五
円
＝
ひ

ろ
せ
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
利
用
者

か
ら
あ
た
た
か
い
こ
こ
ろ
募
金
へ
。

□
五
千
六
百
四
十
八
円
＝
県
印
刷

業
友
の
会
か
ら
障
害
福
祉
の
た
め

に
。

□
ゴ
ク
ラ
ク
チ
ョ
ウ
の
は
く
製
一

体
＝
日
吉
町
二
丁
目
・
山
田
千
恵

子
さ
ん
か
ら
ひ
ろ
せ
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
ヘ
。

□
児
童
書
五
十
三
冊
＝
前
橋
中
央

郵
便
局
か
ら
城
東
小
へ
。

題字・山本　瑠璃子
大室小４年

償
却
資
産
の
申
告
は

１
月
30
日
ま
で
に

償却資産は課税の対象に

休
日
当
番
動
物
病
院
案
内

犬
猫
の
引
き
取
り

11
月
の
火
災
と
救
急


